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現行 IFRS 第 5 号の「売却目的保有の非流動資産」と「廃止事業」の関係 

 

 

 

 

貸借対照表 損益計算書 

Ⅰ.通常の資産 

Ⅱ.廃棄予定の非流動資産 

(Non-current assets that 

are to be abandoned) 

Ⅲ.売却目的保有の非流動資

産 

(Non-current assets held 

for sale) 

継続事業の損益 

(Continuing operations) 

廃止事業の損益 
(Discontinued operations)

（すでに処分されたか又は

売却目的保有に分類されて

いる企業の構成要素のうち、

一定の要件を満たすもの） 

①

②

Ｉ．通常の資産は、BS 上、売却目的保有の非流動資産に含めず、当該資産による収益・費用は PL

上、継続事業の損益として計上される。 

 

Ⅱ．廃棄予定の非流動資産は、B/S 上、売却目的保有の非流動資産に含めず、Ｉの通常の資産と

合わせて表示する（IFRS 第 5 号第 13 項）。ただし、当該資産の使用を中止した日において、該当

する処分グループが廃止事業の定義を満たすのであれば、当該資産による収益・費用は、P/L 上、

廃止事業の損益として計上される（①の矢印・IFRS 第 5 号第 13 項・第 32 項）。それ以外の廃止

事業の定義を満たさないⅡの資産による収益・費用は継続事業の損益として計上される 

 

Ⅲ．売却目的保有の資産は、B/S 上、通常の資産と区分して表示する（IFRS 第 5 号第 38 項）。売

却目的保有に分類した時に、該当する処分グループが廃止事業の定義を満たすのであれば、当該

資産による収益・費用は、P/L 上、廃止事業の損益として計上される（②の矢印・IFRS 第 5 号第

32 項）。それ以外の廃止事業の定義を満たさないⅢの資産による収益・費用は継続事業の損益と

して計上される（IFRS 第 5 号第 37 項）。 

区 分

表示区 分

表示 

（実線の①及び②は、該当する

処分グループが廃止事業の定

義を満たす場合が該当する。）
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